
神福高第 82号 

令和２年４月８日 

高齢者関係施設等 施設長 様 

         管理者 様 

神戸市福祉局長 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令を受けた対応について 

 

令和２年４月７日、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく政府の「緊急事

態宣言」が発令され、兵庫県が緊急事態措置を実施すべき区域として公示され、実施すべき

期間は、４月７日から５月６日までとされました。 

これを踏まえ、令和２年４月７日、兵庫県から「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県

対処方針（以下「県方針」という。」が出されました。 

貴事業所におかれましては、利用者及び職員の健康管理に十分注視いただき、感染拡大防

止対策の徹底等に引き続き取り組むとともに、県方針並びに本市の依頼事項の趣旨をご理解

のうえ、必要な対応をお願いします。 

記 

＜県方針の要請（令和２年４月８日高第 1011号の 3兵庫県高齢政策課長通知参照）＞ 

○すべての事業所について 

・感染の予防に留意した上で、利用者やその家族の生活を維持する観点から、原則として

サービスの提供を継続することを基本とします。 

・サービスの提供に当たっては、引き続き、面会者からの感染を防ぐため、面会は緊急の 

場合を除き中止する等の対応を含め、厚生労働省事務連絡等に基づく感染拡大防止対策

を厳重に徹底の上、必要な介護サービスの提供に継続して取り組んでいただきますよう

要請します。 

・とくに、クラスター発生のリスクの高い、いわゆる「三つの密」（換気の悪い「密閉空間」、

多数の集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」）に十分留意し、感染防

止対策を徹底してください。 

 

○通所又は短期入所の介護サービス事業所について 

 ・兵庫県は、特措法第 45条第 1項の規定に基づき、県民に対して生活の維持に必要な場合

を除き、みだりに居宅等から外出しないこと等の要請を行っているところであり、通所

又は短期入所の介護サービス事業所（注）においては、サービスの提供継続を前提とし

つつ、感染拡大防止の観点から、家族での介護が可能である等、サービスを利用しなく

ても居宅等で生活することが可能な利用者に対しては、本人等の意向を十分に確認しつ

つ、可能な限りのサービス利用の自粛に協力を求めること。 

（注）通所介護、地域密着型通所介護、（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所療養介護、療養通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、

（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護、（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護

小規模多機能型居宅介護（※） 

※（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は通所・短期入所相当す

るサービスに限る。 

  



・前述のサービス利用を自粛する利用者が代替サービス（訪問系サービス）を必要とする

場合には、通所又は短期入所の介護サービス事業所は、居宅介護支援事業所等と密に連

携の上、自らが既存人員等の活用等により訪問系サービスの提供を行うことを含め、円

滑な代替サービス確保のために必要な対応を行うこと。 

なお、通所又は短期入所の介護サービス事業所が自主的に休業する等の判断を行う際

にあっても、利用者の代替サービス（訪問系サービス）の必要性を確認の上、上記と同

様、円滑な代替サービス確保のために必要な対応を行うようこと。 

 

＜神戸市からの依頼事項＞ 

 上記、兵庫県からの要請に加え、本市ではすでに令和２年４月３日福祉局長通知において以下

の依頼を行っておりますので、あわせてご確認いただくとともに、引き続き対応をお願いします。 

○通所系サービスの利用について 

・複数の通所系サービスを現在利用されている市民の方に対して、利用者本人の状況やご

家庭での介護の状況を考慮しつつ、出来るだけ１か所の通所系サービス利用とするよう

呼びかけを行っています。 

 ※なお、４月３日通知文に記載の①通知に関するＱＡ、②感染拡大防止・集団発生防止につい

て、③マスク・消毒液について、④介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつ

いて、⑤雇用調整助成金について（新型コロナウイルスの影響を踏まえた対応）、⑥セーフテ

ィネット保証 5 号について（新型コロナウイルスに係る中小企業者対策）については国の通

知文等を掲載していますので参考にしてください。 

※また、新たに、令和２年４月７日の国通知「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意

点について（その２）」【介護保険最新情報 vol.810】において、福祉医療機構における融資制

度の活用の記載がありますので、参考にしてください。 

 

＜参考＞ 

○新型コロナウイルスについて（神戸市ホームページ） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html 

○「神戸市ケアネット＞13.その他お役立ち情報（主に事業者の方向け）＞国等からの通知文及

び介護保険最新情報」 

https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/tsuchi/index.html 

 

＜担当＞ 

（全般及びマスク・消毒液に関することについて） 

福祉局高齢福祉課 TEL：322-5219 

（介護サービス調整に関することついて） 

福祉局介護保険課 TEL：322-6228 

（介護サービス事業所の人員基準や算定基準について） 

福祉局監査指導部 

 TEL：322-6326（居宅通所系） 

TEL：322-6242（施設系） 

（サービスごとの連絡先の詳細は 3/31ファクス送信 

「組織改正について（お知らせ）」をご覧ください） 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/tsuchi/index.html

